
令和 3年度「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」の概要について 
令和 3年 3月 

広島県商工労働局雇用労働政策課 
１  事業の目的 
  本県経済と地域が持続的に発展し，将来にわたってイノベーションを生み出していくには，県内企業が次世代を担う人
材が必要である一方，若年労働力人口が今後一貫して減少していく傾向にあることから，働き方改革に取り組み，従
業員の奨学金返済に対する支援制度を設ける中小企業等を支援することにより，若年者を中心とした人材の確保と定
着を促進する。 

２ 補助対象企業 
（１）働き方改革実施度要件 
    ○ 働き方改革又はそれに準じる取組の実施について公的な認定を受けている県内中小企業（認定企業） 
      ・広島県働き方改革実践企業  ・ユースエール認定企業【新規】 
      ・えるぼし，プラチナえるぼし認定企業【新規】 ・くるみん，プラチナくるみん認定企業【新規】 
    ○ 働き方改革を推進するための方針・目標，推進体制を明確にし，その方針・目標に沿った「制度等」を導入し， 
      達成のための「行動」をしている企業（実施企業） 
（２）形態・規模要件 
  ・中小企業及び個人事業主（中小企業基本法等における定義に該当する者） 
    ・上記と同従業員規模の特定非営利活動法人（NPO），一般並びに公益社団・財団法人，医療法人【新規】，社会福祉

法人【新規】，保育所・幼稚園又は認定こども園等を運営する学校法人・宗教法人【新規】，及び各種協同組合等 
（３）立地要件 
    ・県内に本社，本店又は主たる事務所を置く者 
    ・上記と同等の機能（経営・人事等の意思決定の権限を有する程度）の事業所を有する者 
（４）事業分野要件 
    ・日本標準産業分類の大分類「公務」以外 （※対象分野に「医療，福祉」を追加【新規】） 
    ・風俗等及び「公序良俗に反するもの」も対象外 

3 補助対象となる奨学金返済支援制度 
 次の全ての条件を満たす制度を補助対象とする。 
 ① 申請日時点において明文化され，従業員に周知されたものであること。 
 ② 対象従業員本人が返済中又は返済予定の奨学金に対するものであること。 
   ③ 通貨（貸付，物品支給，不定期支給は不可。）又は奨学金貸与団体への代理返済【新規】により，年１回

以上の給付を行うものであること 
 ④ 対象従業員の退職時に，対象企業等に対して給付額の全部または一部の返還義務を課していないこと。 

4 補助対象となる支援対象従業員 
 次のすべての条件を満たす従業員とする。 
 ① 雇用期間の定めのない従業員であること。（多様な正社員や試用期間中も可。）【範囲拡大】 
 ② 申請日時点において，入社後 3年が経過していないこと。 
 ③ 返済中の奨学金が次のいずれかに該当するものであること。 
  ・日本学生支援機構の奨学金 
  ・地方公共団体，大学，公益法人等各種団体の奨学金 
   ・職業訓練に係る融資のうち，技能者育成資金融資 
    【対象外のもの】 
    県内市町等が除外希望した公的奨学金（地域・職種定着のための修学資金等），教育ローン等 
   ④ 保育所等運営事業者である学校法人・宗教法人については，保育所等の運営事業に従事している従業員のみ【新規】 
   ⑤ 補助期間中の県の各会計年度末日に支援対象従業員が在籍していない場合，当該従業員は当該年度を含 
      め，以降は補助対象外とする。 

5 補助率及び補助上限 
 ・認定企業： 従業員に対する給付額の 1/2（上限：年額 10万円/人） 
 ・実施企業： 従業員に対する給付額の 1/3（上限：年額 6万円/人） 

6 補助対象期間 
 交付決定日から最長 3か年度の末日まで。 
 ただし，補助期間中に支援対象従業員が入社 4年目を迎える場合は，その前日までに給付されたものまで。 

７ 公募スケジュール 
 ・公募期間 令和 3（2021）年 4月 1日（木）～令和 4（2022）年 2月 28日（月）必着 
   （ただし，交付決定額が予算額に達した場合，上記期間にかかわらず受付を終了いたします。） 
  ・特例【新規】 7月 30 日（金）までに申請のあったものに限り，令和 3（2021）年 4 月 1 日から交付決定日の間の給付も補助対象になります。 

８ お問い合せ先 
 広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用労働企画グループ 
  電話: 082-513-3424 
  メール： syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp 
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